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すぎな２         評価（結果）報告書（詳細） 

7領域の取組み状況項目１（評価対象領域 １.人権の尊重） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

利用者の人格を尊重した 

関わり方、権利侵害の防

止、プライバシーの保護

について（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・

第 三 者 評 価 項 目 」 1-

(1)(2)(3)） 

（人格の尊重） 

①言葉遣いは、敬語「です・ます」

を基本として、呼称は利用者も

職員も互いに「さん」付けで呼ん

でいる。また、形式的なことだけ

でなく、利用者一人ひとりの話

を傾聴し、ホームの都合や支援

員の価値観を一方的に押し付け

ないように心がけている。 

②「職員倫理綱領及び職員行動規

範」「人権侵害防止規程」「個人情

報保護規程」を入職時に配付し、

新任職員研修会で説明をしてい

る。その後、年 1 回人権擁護に

ついての研修を実施している。

特に「職員倫理綱領及び職員行

動規範」が書かれたカードを常

勤職員、パート職員含め全職員

が名札と共に携帯し、いつでも

確認が出来るようになってい

る。 

③法人本部に人権委員会を設置

し、2ヶ月に 1回委員会を開催し

ている。委員会では、年 2 回全

職員を対象に人権チェックリス

トに基づき人権意識についての

振り返りを行っているほか、2ヶ

月に１回、人権に関する標語を

作り職員の意識の向上に努めて

いる。 

①一人ひとりの話を聞くことがで

きないとき、「後でね」と済ませ

ず、「この仕事が終わり次第お聞

きします」と丁寧に対応すること

を課題としている。 

（権利侵害の防止） 

①職員が勤務中に付ける名札の中

に「職員倫理綱領及び職員行動

規範」のカードを入れ、いつでも

確認できるようにしている。 

②毎年、法人の研修委員会による
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年 5 回の全体研修の第一に「人

権研修」が取り上げられている。

また、法人の全施設の委員で構

成されている人権委員会で、人

権意識の強化を図り、職員は毎

年 50項目の人権チェックリスト

を自己点検し、人権委員会が取

りまとめ、集計し振り返りを行

っている。 

③隔月に職員向けの人権標語を作

成している。11.12月の人権標語

は「支援にとっては些細なこと

でも、彼らにとっては大きな悩

み 想像力をフル回転」であり、

スタッフルームの見やすいとこ

ろに掲示している。 

（プライバシーの保護） 

①利用者の居室を訪れる時は、ア

パート形式であるので、インタ

ーホン及びノックや声かけをし

て、返事があってから入室して

いる。話す時は個人的なことを

大声で話さないように心がけて

いる。また、無断で私物を触るよ

うなことはしていない。不在の

時は鍵をかけてもらっている。 

①アパートの居室を 2人で共用して

いる部屋は、ふすまで仕切られてお

り鍵が無い。鍵の取り付けによるプ

ライバシー保護が課題となってい

る。 

※その他、利用者とのコ

ミュニケーションや制度

の利用支援など、人権の

尊重に関する取り組みに

ついて、特記事項があれ

ば記載してください（任

意記入） 

（対応項目：「自己評価・

第 三 者 評 価 項 目 」 1-

(4)(5)(6)） 

①法人の「職員倫理綱領及び職員

行動規範」「人権侵害防止規程」

「苦情解決規程」「個人情報保護

規程」に基づき、人権委員会が定

期的に開かれ権利擁護の取り組

みをしている。ホームは、法人の

バックアップ体制の下、常勤、非

常勤を問わず、利用者の権利擁

護に努めている。 

②厚木地区福祉ネットワーク（福

祉オンブズマン組織：Aネット）

に加入している。年 10回オンブ

ズマンが法人を訪問し、利用者

が相談できる仕組みがある。内 2
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回はホーム訪問があり、第三者

がホームを訪問する機会になっ

ている。また、「ホームしゃべり

場」と称しオンブズマンとの調

整に当たる施設側の協力員が別

のホームを訪問し利用者の話を

聞く機会がある。 

③住居環境がアパートであるた

め、居室訪問を行い、個別に気持

ちや要望を聞きながら、自主性

の高いホーム生活となるよう支

援をしている。 

④法人本部玄関にポスト「みんな

の声」を設置し、利用者・家族・

職員が意見を出す仕組みとなっ

ている。 

 

7領域の取組み状況項目２（評価対象領域 ２.意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス提供） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

利用者の希望や意見のホ

ーム運営への反映、個別

支援計画の策定について

（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・

第 三 者 評 価 項 目 」 2-

(7)(8)） 

①法人のマニュアルに従って年間

計画を立て個別支援計画を作成

している。事前に利用者本人に

面談を行い、また家族には支援

のまとめを送付する際に同封し

た書式を返信してもらい意向を

聞いている。職員は日常生活動

作、健康、活動や社会生活などの

アセスメントを行い、その内容

と意向を捉え個別支援計画案を

作成している。併せてホーム支

援員にも、案を提示し意見をも

らっている。その後、所長と常勤

職員、サービス管理責任者、看護

師、担当支援員による検討会議

で個別支援計画書を作成し、利

用者本人と家族に提示・説明し、

同意をもらっている。また、年度

の半ばと年度末にモニタリング

を行い、利用者の状況や支援の

①提供できるサービスの範囲が限

られ、また、利用者からの意向も

「前と一緒でよい」など、個別支

援計画で設定する課題も同じも

のになりがちである。個別支援計

画作成にあたり、支援課題をどの

ように広くかつ具体的に捉える

かなど作成時の工夫が課題とな

っている。 

②作成した個別支援計画書を利用

者にどのようにわかりやすく説

明するか、絵や写真の活用などの

工夫が課題となっている。 
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成果について確認している。 

②法人本部に「みんなの声」という

ボックスを置き、利用者や家族

が自由に意見を投函できる。生

活ホーム利用者の大半が本部の

デイセンターつくしに通ってお

り、また本部で定期的に開催し

ている家族懇談会に出席する機

会などを捉え、利用者や家族が

「みんなの声」を利用できる環

境にある。サービス管理責任者

も生活ホームでの支援業務を担

い、利用者の希望や意見を直接

把握することが出来、生活ホー

ムの運営にすぐに反映させるこ

とが出来ている。 

③第 1 及び第 2 生活ホームを一体

的に運営しており、両生活ホー

ムを担当する生活支援員（常勤）

及びホーム支援員（世話人）を固

定して配置しているため、利用

者が希望や意見を言いやすい環

境である。 

④食事は、法人本部と同じ内容、食

材で調理し提供している。好き

きらいは把握しているが、嗜好

調査はしていない。法人の給食

委員会が毎月開催され、生活支

援員も委員になっているので、

利用者の希望は職員が代わりに

伝えている。 

※その他、自立支援や相

談支援など、意向の尊重

と自立生活支援に関する

取り組みについて、特記

事項があれば記載してく

ださい（任意記入） 

（対応項目：「自己評価・

第 三 者 評 価 項 目 」 2-

(9)(10)） 

①住居環境がアパート形式である

ため、部屋を出入りする様子が

日常的に把握できず、相談や日

常の支援にあたっては工夫が必

要である。職員が朝食後や夕食

後などに利用者の居室を訪問

し、雑談や、薬を塗るなどゆっく

りと個別に話す機会を持ち、利

用者の希望や意見を聞くように

①坂を歩いての通所が負担だと訴

える利用者や、失禁後の対応など

自分で十分できなくなってきて

いる利用者、薬の飲み忘れや二度

飲んでしまう利用者、衛生面や整

理整頓面で限界が出つつある利

用者がいる。通院は、全利用者に

対し職員が同行し、医師の説明を

一緒に聞いたり、内服について確
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している。 

②食事は、平日の朝夕食、日曜休日

は昼食も提供しているが、土曜

日の昼は提供していない。献立

は、法人本部の管理栄養士がカ

ロリーや栄養価を考え作成した

法人本部と同様のメニュー及び

レシピのもと、法人本部から送

られて来た食材で職員が調理し

提供している。入浴、排泄、清掃

に関しては利用者自身で行って

いる。支援が必要な場面もあり、

利用者の自主性を尊重しながら

支援している。 

③自立に向けてのみならず、一般

就労を定年退職した後の生活に

ついて相談や、加齢に伴いホー

ムでの生活が難しくなった場合

の相談など、幅広く相談に対応

している。 

認したりしている。プライド面に

配慮し、本人が管理しやすいよう

話し合いながら工夫するなど、必

要な支援の提供が引き続き課題

となっている。 

②他のホーム利用者家族に対して

は、ホーム移行に際し「ホームで

の生活が難しくなったら本体施

設に戻る」との話はしている。し

かし、第１及び第 2生活ホームの

利用者は、自立心が高く本体施設

に戻らず地域での生活継続を希

望する事が想定される。アパート

設備が高齢者用に作っていない

事もあり、介護サービスへの移行

検討も含めて高齢者対応が課題

となっている。 

 

7領域の取組み状況項目３（評価対象領域 ３.サービスマネジメントシステムの確立） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

金銭管理、不満や苦情の

解決、事故・急病や災害等

の緊急時の対応準備につ

いて（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・

第 三 者 評 価 項 目 」 3-

(11)(12)(13) 

(14)） 

（金銭管理） 

①「預り金管理規則」を整備し、現

金や通帳の取り扱い方法や管理

責任者を規定し、金銭管理の透

明性の確保に努めている。預り

金は本部で預かり、利用者の金

銭管理能力に応じて、ホームで

月や週ごとに生活費を渡してい

る。 

②利用者と話し合いながら、一人

ひとりの金銭管理能力に応じて

月額や残金の確認について話し

合い支援している。 

③電気代や光熱費など利用者自身

が支払っている利用者もいる

が、定年退職後も就労していた
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時からの生活スタイルを変える

事が出来ず、出費傾向を見直す

支援を通じて本人に渡す生活費

を少しずつ減額する等、全利用

者について個々の状況に応じて

支援している。 

（苦情解決） 

①法人規程「苦情解決規程」により

苦情解決委員会を設置してい

る。苦情解決責任者には生活ホ

ーム所長があたり、ポスターを

各所に掲示し、苦情受付窓口及

び法人で選任した第三者委員を

利用者に周知している。 

②法人として厚木地区福祉ネット

ワークに加入し、年 10回法人で

オンブズマン相談会を開催して

いる。その内 2 回は、オンブズ

マンが直接ホームに来て「ホー

ム相談会」としてオンブズマン

に相談できる機会を設けてい

る。 

③解決が困難なケースの対応につ

いて、苦情解決規程に社会福祉

協議会の運営適正化委員会を紹

介し利用者と家族に周知してい

るが、適正化委員を利用した事

例は、生活ホームではない。 

 

（緊急時対応） 

①「危機対応マニュアル」に緊急時

の連絡先等を明記している。「生

活ホーム防災対応マニュアル」

を作成し、生活ホームごとの火

災・地震環境に応じた災害対策

を定め職員や利用者に周知して

いる。 

②利用者個々に、家族や主治医の

連絡先を明記した「利用者健康

カード」を整備し、通院や入院時

の医療機関への対応に備えてい
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る。特に夜間の宿直者が配置さ

れていないので、緊急時に応援

に入った法人本部の宿直者でも

対応できるようにしている。 

③第 1 及び第 2 生活ホームを一体

的に運営し、両生活ホームの担

当生活支援員及びホーム支援員

を固定している。また、他生活ホ

ームから応援を仰ぐ生活支援員

を予め決めており、緊急時の対

応を行っている。 

※その他、緊急時の地域

との協力関係やバックア

ップ体制整備や生活環境

整備など、サービスマネ

ジメントに関する取り組

みについて、特記事項が

あれば記載してください

（任意記入） 

（対応項目：「自己評価・

第 三 者 評 価 項 目 」 3- 

(15)(16) (17)） 

①生活ホームごとに夜間を想定

し、避難訓練を年に 3回（火災想

定 2回、大地震想定 1回）実施し

ている。特に大地震を想定した訓

練は「ホーム移動訓練」として、

最終避難場所の法人本部まで、避

難経路の安全確認を併せ徒歩で

移動する訓練を行っている。非常

時の飲料水や食料は、法人本部へ

の避難を想定し生活ホームでは

1日分を備蓄している。 

②警備保障会社の火災報知機を設

置している。第 1 及び第 2 生活

ホームは夜間宿直者を配置して

いないので、火災報知機は機械警

備として侵入者にも対応し、法人

本部の当直者に連絡が入る体制

になっている。 

③他生活ホームから応援を仰ぐ生

活支援員を予め決めており、不測

の事態が発生した場合でも、所

長、課長補佐などの指示にて支援

員を派遣させるなど柔軟なバッ

クアップ体制を取っている。 

①火災発生時の対応について地域

の自治会との連携、消防署との協

力体制の検討が課題となってい

る。 
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７領域の取組み状況項目４（評価対象領域 ４.地域との交流・連携） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

地域との関係づくり、連

携について（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・

第三者評価項目」4-(18)） 

①ホーム開設以来、地区自治会に

賛助会員として加入し、担当支援

員が総会に出席し、自治会との連

絡調整に努めている。利用者に呼

びかけ、地域の花見や納涼祭等に

参加するのみでなく防災訓練も

参加しているが、利用者の参加の

希望者は少ない。 

②ホームの近隣の人や道で出会っ

た人と挨拶を交わしたり、盆暮の

挨拶として利用者の作った物（藍

染やカレンダー）を近所に配った

りするなど、よい関係を維持でき

るように努めている。 

 

 

7領域の取組み状況項目５（評価対象領域 ５.運営の透明性の確保と継続性） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

ホームにおけるサービス

提供の考え方や内容の周

知、運営に関する法令の

遵守について（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・

第 三 者 評 価 項 目 」 5-

(19)(20)） 

①ホーム支援員会議を 2 ヶ月ごと

に開催している。会議に所長、サ

ービス管理責任者、10 ヶ所の生

活ホームの生活支援員、ホーム支

援員(世話人)全員が参加し、ホー

ム運営に関する情報伝達、報告、

支援員間の情報共有を図ってい

る。また、ホーム運営に関する法

令、規定を周知し、ホーム運営に

関する情報伝達と情報共有を図

っている。 

②第 1 及び第 2 生活ホームは、ホ

ーム支援員が早番担当と遅番担

当で固定していて顔をあわせる

ことがない勤務体制なので、日々

のケース記録や支援日誌を活用

しての情報共有に加え、日曜日

13 時過ぎから「休日日課の打ち

合わせ」で早番と遅番が顔をあわ
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せる時は大事な事を確認してい

る。 

③「重要事項説明書及び契約書」

を、閲覧しやすいようにラミネー

ト加工をして綴じ、各生活ホーム

に設置している。いつでも誰でも

手に取り閲覧できるよう配慮し

ている。 

※その他、できているこ

とを確認運営理念や方針

の周知、意思決定の仕組

み、自己評価の実施など、

運営の透明性と継続性の

確保に関する取り組みに

ついて、特記事項があれ

ば記載してください（任

意記入） 

（対応項目：「自己評価・

第 三 者 評 価 項 目 」 5-

(21)(22)(23)） 

①基本的なことは「規程集」にて定

め、入職時の新任職員研修会や毎

月の職員会議などで生活支援員、

ホーム支援員含め全職員に配布

している。また、年度ごとの運営

方針なども職員会議で確認・意見

交換し、さらに文書にて全職員に

配布している。 

 

 

７領域の取組み状況項目６（評価対象領域 ６.職員の資質向上の促進） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

職員の勤務条件や職務内

容の適正化、資質向上の

ための研修体制の整備に

ついて（必須記入） 

（対応項目：「自己評価・

第三者評価項目」6- (24) 

(25)） 

①職員の勤務条件や職務内容が適

正であるように、人員や役割が

配慮されている。可能な限り個

人の勤務希望を受け入れてい

る。 

 2 ホーム毎に常勤の支援員を配

置し、非常勤支援職員も同一ホ

ームに長く勤務している人が多

い。サービス管理責任者として、

生活ホーム所長・課長補佐が利

用者を担当し、生活ホーム施設

長が全体を統括している。複数

の目で利用者を見守り、職員の

負担にも配慮し、連絡や引き継

ぎがスムーズであるような組織

となっている。 
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②職員は 2 日間の新人研修とその

後の１日の研修を受けている。

経験者は階層別（5～10年・10年

以上・管理職）にそれぞれの研修

制度があり、資質向上に努めて

いる。 

③日常も内部研修・外部研修に積

極的に参加できるように、日程

調整や時間設定を工夫してい

る。外部研修に参加した職員は、

報告書を提出し、ファイルに綴

じて全職員が共有している。 

※その他、ボランティア・

実習生の受入れ体制整備

など、職員の資質向上の

促進に関する取り組みに

ついて、特記事項があれ

ば記載してください（任

意記入） 

（対応項目：「自己評価・

第三者評価項目」6-(26)） 

①ボランティア・実習生について

は、法人として入所施設で受け

入れている。しかし、実習生に関

しては、送り出し教育機関が日

中の活動やサービスを提供して

いる場所での実習を希望してお

り、ホームとしての受け入れは

していない。ボランティアの受

け入れに関しても利用者からの

要望が無いため、受け入れてい

ない。 

①利用者が法人の日中活動や他の

勤務場所にいて、平日の日中は留

守であることから、実習生の受け

入れは難しいと思われる。しか

し、ボランティアは、近隣との友

好関係を活かした受け入れや、個

別支援として利用者の生活をよ

り豊かにし、かつボランティアの

育成や地域の障害者理解に寄与

することが望まれ、受入れに向け

た取組みが課題となっている。 

 

７領域の取組み状況項目７（評価対象領域 ７.日常生活支援） 

項目 
努力、工夫していること 

（取組みの状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

健康管理・服薬支援、自由

時間の支援や就労（一般就

労・福祉的就労）への支援、

家族とのホームとの関係

づくりについて（必須記

入） 

（対応項目：「自己評価・

第 三 者 評 価 項 目 」 7-

(27)(28)(29)(30)(31)(32

)） 

（健康管理・服薬支援） 

①年に 2回定期健康診断を実施して

いる。診断の結果を受けて、本部

の看護師や管理栄養士と連携し、

糖尿病利用者の食事の見直し等

の対策を実施している。日常の受

診情報を「健康記録」に記述し、

PC に入力し職員間の情報共有を

図っている。 

②毎週日曜日に体重、血圧を測定し

利用者の健康状態の把握に努め

ている。日常的に利用者の体調の

変化を把握し、必要に応じて通所

①他の 8ヶ所の生活ホームと異なり、

措置制度の下で一般就労し施設を

退所した利用者の生活の場として

ホームを開設した経緯があり、プ

ライドが高く支援を求めない利用

者もいる。高齢化からエアコンの

適切な利用やうがい等の風邪予

防、確実な内服など健康管理等の

支援が必要になって来ており、利

用者の自尊心や自主性、思いに配

慮しながらきめ細かい支援が課題

となっている。 
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先の本部の看護師に連絡してい

る。 

③本部の看護師は不定期で来てく

れ、支援員の相談などに応じても

らっている。また、月に 2回嘱託

医が法人本部に来所し、利用者の

健康状態について看護師、担当支

援員とカンファレンスを実施し、

必要に応じ利用者を診察し薬等

を処方している。看護師が医師の

指示内容を「健康記録」に書きと

め、職員間の情報共有を図ってい

る。 

④「与薬マニュアル」に沿って、生

活支援員及びホーム支援員全員

が統一した支援を行うようにし

ている。現在、利用者全員が服薬

しており、薬を自己管理している

利用者には、声かけで内服を確認

している。 

（自由時間・就労支援） 

①夕食後の自由時間などに買い物

に外出するなど、それぞれの利用

者が主体的に自由に過ごせる時

間になっている。 

②アルバイトも含め就労している

利用者が 2人いる。就労先と随時

連絡を取り合っている。定期的に

また必要に応じて就労先を訪問

し話を聞いたり情報交換したり

している。また、利用者の話や要

望も聞いて、問題なく就労の継続

ができるように調整を行ってい

る。 

(再就職を希望している利用者は第 2

生活ホームにはいない) 

（ホームと家族との関係） 

①帰宅する利用者が 2人いる。帰宅

時に持参する「帰宅連絡帳」や年

4回郵送などで配布している「定

期通信」で、個別に利用者の健康

や通院状況、日常生活の様子を家
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族に報告している。また、必要に

応じて随時、連絡をとり報告して

いる。 

②年 5回法人、施設、家族で三者例

会を開催している。例会は１時間

程度。施設として伝えなければな

らない事を伝えている。例会の後

に事業所毎に懇談会を持つ時が

春・夏・冬の年 3回ある。その内

8 月、3 月の 2 回は生活ホームも

対象に設定されている。午前中に

３者例会を持ち午後に 10 ヶ所の

生活ホーム全体として懇談会を

開催し、意見交換の場としてい

る。 

※その他、食事や入浴、排

せつ介助、整容支援、安眠

支援、新聞・テレビや嗜好

品の支援、利用者の行動障

害への対応など、日常生活

支援に関する取り組みに

ついて、特記事項があれば

記載してください（任意記

入） 

（対応項目：「自己評価・

第 三 者 評 価 項 目 」 7-

(33)(34)(35)(36)(37)(38

)(39)(40)） 

①洗濯、買い物、服装や身だしなみ、

居室の行き届かない所の掃除や

整理整頓等、利用者の主体的な取

り組みを尊重したうえで、支援員

の気付きや声かけで個々の要望

や能力・状況にあわせ支援を行っ

ている。月毎に部屋内部の清掃場

所を変えながら、月１度各室の清

掃を支援している。 

②休日は、利用者の要望を取り入

れ、支援員同行で買い物・外出な

どを計画し実施している。 

③食事は法人本部管理栄養士が立

てた献立に従って本体から食材

が配送される。その食材を用いて

レシピに沿ってホーム支援員・生

活支援員が作っている。可能な範

囲で、利用者の好みや要望に応じ

調理の工夫をしている。また、生

活ホームを担当しているデイセ

ンターつくしの看護師と連携し、

利用者の健康状態に応じて調理

法や味付けを工夫、アレルギー食

（現在第 1 生活ホームには対象

となる利用者がいる）や健康食等
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に対応している。 

 

その他特記事項：第三者評価機関として今後、特に課題として取り組みを期待したい事項 

（※特記する事項がない場合は無記入） 

関連領

域 

（1～

７を記

載） 

第三者評価機関からのコメント 

2 

取り組みを期

待したい事項 
利用者によりわかりやすい個別支援計画の提示の工夫が期待される。 

理由 

個別支援計画の記述内容について利用者に説明し、同意のサインをいた

だいているが、絵や写真を用いるなど記述内容を工夫し、利用者によりわ

かりやすく提示することが望まれる。 

3 

取り組みを期

待したい事項 

高齢化が進む中で利用者の ADL の低下がすすんでいる。特に火災発生時

等緊急時の避難、事故防止等への対策の強化が望まれる。 

理由 

第 2 生活ホーム利用者 5 名の内 50 歳代は 3 名、60 歳代が 1 名、70 歳代

が 1 名である。ホームは 2 階建てアパート形式の建物で生活空間が利用

者毎に独立している。利用者の高齢化の中で、火災発生時等緊急時の対

応、特に夜間の避難経路等再確認と安全対策の見直しが望まれる。 

6 

取り組みを期

待したい事項 
ボランティアの活用が期待される。 

理由 

ボランティアについては、ホーム利用者の高齢化や様々な趣味・興味に対

応して、地域生活を充実するものとして、さらに地域の障害者理解の増進

に寄与するものとして、活用が期待される。 
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第三者評価機関コメント 利用者調査の結果 

項目 コメント 

利用者調査で確認できた

こと 

（※次の調査方法のうち

該当するものに○印を記

入） 

①ヒアリング調査（本人） 

②ヒアリング調査（家族） 

③観察調査 

◇ヒアリング対象者 第 2生活ホーム 50歳代男性 

◇ヒアリング方法 

 第 2生活ホーム個室で調査員１名が、所定のヒアリング項目に沿ってヒ

アリングを行った。 

◇ヒアリングで確認したこと 

①丁寧に話してくれる。でも、スタッフとはあまりしゃべらない。 

②〇〇さんと呼んで返事をしてから入ってくる。持ち物を触ったりしな

い。自分が部屋を出る時は鍵をかけている。 

③入浴は順番を決めてそれで満足している。食事は魚がおいしくない。前

の方がおかずはおいしかったと思う。でも、スタッフにはあまり言って

いない。 

④生活は今のところ、今のままでよいので、スタッフに相談していない。

でも、近いところでよいから旅行がしたい。 

⑤お金はいつもノートを見せてくれる。買い物は自分で本やお菓子を買っ

たりする。スタッフと一緒に行くこともある。 

⑥嫌なことや困りごとを相談しない。言っても仕方がないと思う。 

⑦悩みなどを言うのは好きでない。相談できることは知っている。 

⑧気持ちが悪くなったり、胃が痛くなったりしたとき、スタッフが車で病

院に連れて行ってくれた。 

⑨好きな時外出したり買い物したりできている。たまに、もうちょっと遠

くに行きたいと思う。 

⑩スタッフに大切にされていると思う。ホームでの暮らしは、いつもはあ

まり好きとか嫌いとか思わない。 

 

※「評価（調査）報告書」必須添付資料 

 

評価後（評価結果を受け取った後）のグループホーム・ケアホームからのコメント 

 

 コメント 

今回、２回目の受審となりましたが、前回の受審内容を踏まえながら実施し、改めてホーム運営や利用

者支援について振り返り、考え見直しをする良い機会となりました。報告書の作成においては、前回の

経験を生かしスムーズに行えるよう段取り等を見直して行うことが出来ました。職員全員が関わり話

し合いを進めて行く中で、考えや思いを共有し運営や利用者支援について改めて認識出来たことが、

とても大事なことであり良い機会でした。課題は多くありますが、評価を頂いた内容も踏まえ、更なる

支援の向上に向けて取り組んで行きたいと思います。 
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